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令和２年岩手沿岸南部広域環境組合議会２月定例会会議録 

 

 

令和２年２月 18日火曜日 

 

 

議 事 日 程  第１号 

令和２年２月 18 日（火） 定例会 

午後３時会議を開く 

第 1 会議録署名議員の指名 

第 2 会期の決定 

第 3 議長の報告 

第 4 管理者の報告 

第 5 議 案 第 １ 号  岩手沿岸南部広域環境組合一般職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を

求めることについて 

第 6 議 案 第 ２ 号 岩手沿岸南部広域環境組合会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例 

第 7 議 案 第 ３ 号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の

数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変

更の協議に関し議決を求めることについて 

第 8 議 案 第 ４ 号 岩手県市町村総合事務組合の財産処分の協議に関し議

決を求めることについて 

第 9 議 案 第 ５ 号 令和元年度岩手沿岸南部広域環境組合会計補正予算

（第１号） 

第 10 議 案 第 ６ 号 令和２年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算 

以  上 
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午後３時会議を開く 

 

○議長（志田 嘉功君） 本日の出席議員は、12 名で定足数に達しております

ので、会議は成立いたしました。 

  欠席の届け出は、１番、阿部俊作君の１名でございます。 

ただいまから、令和２年２月岩手沿岸南部広域環境組合議会定例会を開会

いたします。 

本日の議事は、お手元の議事日程第１号により進めます。 

 

 

○議長（志田 嘉功君） 日程第１、本日の会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、岩手沿岸南部広域環境組合議会会議規則第 70 条の規 

定により、議長において、３番、中野貴徳君、４番、水野正勝君の両名を指

名いたします。 

 

 

○議長（志田 嘉功君） 日程第２、会期の決定を行います。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日１日間とすることにご異議ござい

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（志田 嘉功君） ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、

本日１日間とすることに決定いたしました。 

 

 

○議長（志田 嘉功君） 日程第３、議長の報告であります。 

今次、定例会の審議案件として、お手元に配付いたしましたとおり、議案

第１号から第６号の議案６件の送付がありましたので、ご報告いたします。 

  次に、監査委員から、地方自治法第 235 条の２第３項の規定に基づく例月

現金出納検査の結果報告がありました。 

内容はお手元の写しのとおりでありますので、ご了承願います。 

  以上で議長の報告を終わります。 

 

 

○議長（志田 嘉功君） 日程第４、管理者の報告であります。 

  管理者、登壇願います。 

  〔管理者 野田武則君登壇〕 

○管理者（野田 武則君） 令和２年２月岩手沿岸南部広域環境組合議会定例

会の開催にあたり、組合職員の不適切な事案に関する処分について、岩手沿

岸南部クリーンセンターの状況等についての２件についてご報告いたします。 

はじめに、組合職員の不適切な事案に関する処分についてであります。 
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本件は、令和元年８月に当事者である係長級の職員の時間外勤務に係る事

務処理について他の職員から疑義を受け、公平性・中立性を確保し事実関係

を明確にするため、令和元年 9 月 18 日付けで釜石市へ調査を依頼しました。 

調査結果については、令和２年１月 21 日付けで釜石市から通知を受けたと

ころでございます。調査結果は、５月分、６月分については、時間外勤務命

令された日時に実際に従事しなかったことが確認され、地方公務員法第 32 条

に違反していると認定せざるをえないこと、実際に従事しなかったと確認さ

れた日を対象として支給された時間外勤務手当、62 時間分、195,610 円は、

その全額の返還を求めるべきであること。また、当事者の上司についても、

部下職員の管理監督を怠ったことの管理責任は重大であるというものであり

ました。 

この調査結果に基づき、令和２年１月 31 日及び２月 10 日に開催した管理

者及び副管理者会議において処分を検討し、令和２年２月 13 日付けで処分を

したところです。処分については、当事者である係長級の職員を停職３月、

上司である部長級の職員を戒告、課長級及び課長補佐級の職員を文書による

訓告としたところであります。 

このことは、組合の信用を著しく失墜させるものであり、皆様に深くお詫

びを申し上げます。今後は、このようなことが二度と起きないよう、全職員

に公務員としての自覚を強く促し、その職務、職責について、改めて指導し

てまいります。また、職員の管理監督を徹底し、再発防止に努め、組合に対

しての信頼回復に向け、職員一丸となって取り組んでまいります。 

誠に申し訳ございませんでした。 

〔管理者、副管理者、事務局長、会計管理者、事務局次長、主幹。起立、低

頭〕 

次に、岩手沿岸南部クリーンセンターの状況等についてであります。 

岩手沿岸南部クリーンセンターへの今年度 12 月末までのごみの搬入量は、   

23,209ｔで前年同期比の 97.5%となっております。 

平成 29年度と平成 30年度との同時期の比較においても 98.2%であったこと

を踏まえ、ごみの搬入量は、わずかながら減少傾向となっております。 

マテリアル及びサーマルリサイクルの状況については、12 月末までに、ス

ラグが 1,885ｔ、メタルが 583ｔ排出され、全て建設資材等に再資源化されて

おります。 

ごみ発電については、12 月末までの発電電力量は約 993 万 kwh で、そのう

ち電力会社への売り電量は、約 396 万 kwh となっております。 

環境対策については、排ガス処理等に万全を期して操業しており、その環

境測定値は基準値を大きく下回っております。また、放射性物質関係の測定

結果についても、基準値以下であり、良好な状況を保っております。 

これらの環境測定結果は、当組合のホームページにおいて公表し、地域住

民の不安の払拭に努めているところでございます。 

また、多くの方々に環境問題について考えていただく機会として、行政視
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察及び施設見学を積極的に受け入れているところであります。今年度のこれ

までの実績は、行政視察と施設見学を合わせると 19 件で 401 名が訪れており

ます。 

このように、当クリーンセンターにおいては、効率的なごみ処理の促進、

資源の有効活用等に努めており、今後とも、沿岸南部地域の循環型社会の構

築と安心安全な地域生活の向上に向けて、引き続き、取り組んで参ります。 

本日の定例会には、議案第１号「岩手沿岸南部広域環境組合一般職の職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めるこ

とについて」から、議案第６号「令和２年度組合会計予算」までの６件につ

いて、ご提案しております。 

よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、私から

のご報告といたします。 

○議長（志田 嘉功君） 以上で管理者の報告を終わります。 

 

 

○議長（志田 嘉功君） 次に、日程第５、議案第１号、岩手沿岸南部広域環

境組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の専決処分に

関し承認を求めることについてを議題といたします。 

提出者の説明を求めます。事務局長。 

〔事務局長 長野勝君登壇〕 

○事務局長（長野 勝君） ただいま議題に供されました、議案第１号、岩手

沿岸南部広域環境組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の専決処分に関し承認を求めることにつきまして、ご説明申し上げます。 

  議案書の 1 ページから６ページをご覧願います。 

この条例は、岩手県人事委員会勧告に伴い、構成市町の例に準じ、一般職

の職員の給料月額の改正をしようとするものであります。 

  この議案第１号につきましては、特に緊急を要するため、議会を招集する

時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法第 292 条において

準用する同法第 179 条第１項の規定により、令和元年 12 月 17 日付けをもっ

て専決処分を行い、即日公布いたしましたので、同条第３項の規定により、

議会に報告し、承認を求めるものでございます。   

  以上で提案理由の説明を終わります。 

よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（志田 嘉功君） これより質疑を許します。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（志田 嘉功君） 以上で質疑を終わります。これより議案第１号を採

決いたします。本案を原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（志田 嘉功君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとお

り承認されました。 
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○議長（志田 嘉功君） 日程第６、議案第２号、岩手沿岸南部広域環境組合

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を議題といたします。 

提出者の説明を求めます。事務局長。 

〔事務局長 長野勝君登壇〕 

○事務局長（長野 勝君） ただいま議題に供されました、議案第２号、岩手

沿岸南部広域環境組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に

つきまして、ご説明申し上げます。 

議案書の７ページから 19 ページをご覧願います。 

この条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和２

年４月１日から施行されることに伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関し必要な事項を新たに制定しようとするものであります。 

なお、この条例の施行期日は、令和２年４月１日から施行しようとするも

のであります。 

  以上、議案第２号につきましては、地方自治法第 292 条において準用する

同法第 96 条第１項第１号の規定により提案するものでございます。 

  以上で提案理由の説明を終わります。 

よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（志田 嘉功君） これより質疑を許します。 

○議長（志田 嘉功君） 11 番、藤倉泰治君。 

○11番（藤倉 泰治君） 改めてよろしくお願いいたします。この制度は新し

く始まる制度だと思うのですが、これまでの臨時職員が会計年度職員という

ことになると思うのですが、当組合にはそれに対応する職員はいらっしゃる

のかどうか。 

○議長（志田 嘉功君） 事務局長。 

○事務局次長（長野 勝君） 組合では、現時点では、おりません。 

○議長（志田 嘉功君） よろしいですか。 

○11番（藤倉 泰治君） はい。 

○議長（志田 嘉功君） 以上で質疑を終わります。これより議案第２号を採

決いたします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（志田 嘉功君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとお

り可決されました。 

 

 

○議長（志田 嘉功君） 日程第７、議案第３号、岩手県市町村総合事務組合

を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一

部変更の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 

提出者の説明を求めます。事務局長。 
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〔事務局長 長野勝君登壇〕 

○事務局長（長野 勝君） ただいま議題に供されました、議案第３号、岩手

県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村

総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることにつきまして、

ご説明申し上げます。 

  議案書の 20 ページから 21 ページをご覧願います。 

この議案は、令和２年３月 31 日をもって盛岡市・矢巾町都市計画事業等組

合が解散することに伴い、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体から盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合を除くこと及び岩手県市町村総合

事務組合規約を一部変更することの協議に関し、議会の議決を求めようとす

るもので、地方自治法第 286 条第１項及び第 290 条の規定により提案するも

のでございます。 

  以上で提案理由の説明を終わります。 

よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（志田 嘉功君） これより質疑を許します。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（志田 嘉功君） 以上で質疑を終わります。これより議案第３号を採

決いたします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（志田 嘉功君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとお

り可決されました。 

 

 

○議長（志田 嘉功君） 日程第８、議案第４号、岩手県市町村総合事務組合

の財産処分の協議に関し議決を求めることについてを議題といたします。 

提出者の説明を求めます。事務局長。 

〔事務局長 長野勝君登壇〕 

○事務局長（長野 勝君） ただいま議題に供されました、議案第４号、岩手

県市町村総合事務組合の財産処分の協議に関し議決を求めることにつきまし

て、ご説明申し上げます。 

  議案書の 22 ページから 23 ページをご覧願います。 

この議案は、令和２年３月 31 日をもって盛岡市・矢巾町都市計画事業等組

合が岩手県市町村総合事務組合から脱退することに伴い、退職手当の支給に

関する事務に係る財産処分を行うことに関し、議会の議決を求めようとする

もので、地方自治法第 289 条及び第 290 条の規定により提案するものでござ

います。 

  以上で提案理由の説明を終わります。 

よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（志田 嘉功君） これより質疑を許します。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（志田 嘉功君） 以上で質疑を終わります。これより議案第４号を採

決いたします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（志田 嘉功君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとお

り可決されました。 

 

 

○議長（志田 嘉功君） 次に、日程第９、議案第５号、令和元年度岩手沿岸

南部広域環境組合会計補正予算第１号を議題といたします。 

提出者の説明を求めます。事務局長。 

〔事務局長 長野勝君登壇〕 

○事務局長（長野 勝君） ただいま議題に供されました、議案第５号、令和

元年度岩手沿岸南部広域環境組合会計補正予算第１号につきまして、ご説明

申し上げます。 

  別冊となっております令和元年度補正予算書の 1 ページをご覧願います。 

本補正予算案は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 1,808 万３

千円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ 14 億 741 万２千円とするもので

ございます。 

補正予算書の２ページをご覧願います。第１表、歳入歳出予算補正におき

まして、本補正予算案の概要をご説明申し上げます。歳入の主な内容といた

しましては、第１款、分担金及び負担金におきまして、平成 30 年度決算確定

に伴う負担金の減額調整、清掃手数料の減額及び施設運営委託料の増及び災

害ごみ処理負担金の計上などにより、構成市町からの負担金について増額計

上しております。 

第２款、使用料及び手数料におきましては、ごみ処理手数料収入額の減額

を計上しております。 

第７款、繰越金におきましては、平成 30 年度決算確定に伴う繰越金の増額

を計上しております。 

次に、３ページをご覧願います。 

歳出の主な内容といたしましては、第２款、総務費におきまして、事務局

職員の人件費について、職員構成の変化等による増額、財政調整基金積立金

について、発電量の減少見込みによる電気売払い相当額分の減額、及び平成

30 年度決算確定に伴う繰越金を計上しております。 

第３款、衛生費におきましては、固定委託料に係る資材費等の上昇に伴う

運営・維持管理委託料の増額、及び災害廃棄物処理委託料を計上しておりま

す。 

なお、ただいまご説明申し上げました補正予算の詳細につきましては、同

じ冊子となっております補正予算第１号に関する説明書をご覧いただきたい

と存じます。 

以上、議案第５号、令和元年度岩手沿岸南部広域環境組合会計補正予算第
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１号につきましては、地方自治法第 292 条において準用する同法第 96 条第１

項第２号の規定により提案するものでございます。 

  以上で提案理由の説明を終わります。 

よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（志田 嘉功君） これより質疑を許します。 

○議長（志田 嘉功君） ６番、遠藤幸徳君。 

〇６番（遠藤 幸徳君） 歳出、総務費についてお伺いします。総務費の中の

地方公会計対応委託料が減額が 250 万円程あるのですが、この理由を説明願

います。 

○議長（志田 嘉功君） 事務局次長。 

○事務局次長（大和田 浩之君） ただ今の質問にお答えいたします。当初予

定していた金額で、見積り合わせしたところ、だいぶ安く契約ができまして、

予算案を今回減額しているところでございます。 

○議長（志田 嘉功君） ６番、遠藤幸徳君。 

〇６番（遠藤 幸徳君） そもそもの予算はどれほどだったのですか。この分

250 万円減額しても、それでも事業は履行できるものですか。 

○議長（志田 嘉功君） 事務局次長。 

○事務局次長（大和田 浩之君） 当初予定していた内容をもって、契約がで

きましたので、その予算案を減額しているところでございます。内容的には、

そのとおり、こちらが思っている内容となっております。今回契約して、減

額したものです。 

○議長（志田 嘉功君） ６番、遠藤幸徳君。 

〇６番（遠藤 幸徳君） 当初、契約した額はどれくらいだったのですか。 

○議長（志田 嘉功君） 事務局次長。 

○事務局次長（大和田 浩之君） 当初は、420 万２千円の予算でございます。 

○議長（志田 嘉功君） はい、６番、遠藤幸徳君。 

〇６番（遠藤 幸徳君） 420 万円という金額は、当初から高いと思わなかっ

たのですか。普通、自治体の公会計の契約金というのは、400 万円から 500

万円程度だと思いますけど、それくらいをもって単一の事業だと思うのです

が、それで 420 万円。そもそも設定が間違っていたのではないですか。 

○議長（志田 嘉功君） ６番、遠藤幸徳君。釜石では質問は３回だそうです。

今回の場合も３回ということで。ただし、私、３回の関係は、大船渡もそう

なんですけど、釜石の関係を何回なのか聞いてなかったので、そのまま。 

○６番（遠藤 幸徳君） 議長から指示がなかったので。 

○議長（志田 嘉功君） それでは、私の不手際もありますので、今の質問に

対して、回答をひとつ事務局長、お願いします。 

○事務局次長（大和田 浩之君） 当初は、システムを使って管理する予定で

ございましたけども、当組合の管理の仕方としてはシステムを使わなくても、

例えばエクセルなどのソフトで管理できるという状況が分かりましたので、

そちらの方向で業務を進めさせていただくというところでございます。それ
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で今回 250 万円程、不用額となりますので、ご報告するものです。 

○議長（志田 嘉功君） その他ございませんか。   

○議長（志田 嘉功君） 以上で質疑を終わります。これより議案第５号を採

決いたします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（志田 嘉功君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとお

り可決されました。 

 

 

○議長（志田 嘉功君） 次に日程第 10、議案第６号、令和２年度岩手沿岸南

部広域環境組合会計予算を議題といたします。 

提出者の説明を求めます。事務局長。 

〔事務局長 長野勝君登壇〕 

○事務局長（長野 勝君） ただいま議題に供されました、議案第６号、令和

２年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算につきまして、ご説明申し上げま

す。 

別冊となっております予算書の１ページをご覧願います。 

本予算案は、歳入歳出予算の総額を 16 億 9,315 万４千円とするもので、令

和元年度の当初予算と比較いたしますと、３億 382 万５千円、21．9％の増と

なってございます。また、一時借入金の限度額については、令和元年度と同

額の１千万円としております。 

２ページをご覧願います。 

第１表 歳入歳出予算におきまして、予算の概要をご説明申し上げます。 

はじめに、歳入についてでありますが、第１款、分担金及び負担金は、当

組合を構成いたします、釜石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町及び住田町

からの負担金を計上しております。 

施設の運営及び組合経費につきましては、均等割 10％、平成 30 年 10 月か

ら令和元年 9 月までのごみ搬入実績量に基づいた利用割 90％の割合で算定し

ております。 

また、中継運搬経費につきましては、均等割 10％、平成 31 年３月 31 日現

在の人口割 90％の割合で計算しております。 

これらの算定に基づきまして、15 億 7,397 万８千円を計上しておりまして、

令和元年度の当初予算との比較では、３億 1,346 万円、24.9％の増額となっ

ております。 

第２款、使用料及び手数料につきましては、当クリーンセンターに、ごみ

を直接持ち込む場合のごみ処理手数料といたしまして、１億 1,838 万８千円

を計上しております。 

この手数料につきましては、直接持ち込みすることとしております釜石市、

大槌町及び大船渡市の一部持ち込み分を計上しております。それ以外の陸前

高田市、大船渡市及び住田町につきましては、それぞれの中継施設において
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手数料を徴収することから、組合予算には計上していないところであります。 

次に、３ページをご覧願います。 

歳出についてでありますが、第１款、議会費は、193 万３千円で、令和元年

度当初予算額より 129 万５千円、203.0％の増となっております。 

第２款、総務費は、5,030 万８千円で、令和元年度当初予算額より 1,192

万１千円、19.2％の減となっております。 

第３款、衛生費は、当クリーンセンターの運営・維持管理委託、及び中継

運搬委託等に必要な経費 11 億 5,431 万６千円を計上しており、令和元年度当

初予算額より３億 1,445 万１千円、37.4％の増となっております。 

第４款、公債費は、平成 20 年度から平成 22 年度までの事業費に係る組合

債借入の元金、及び利子償還金、並びに一時借入金の利子を合わせて、令和

元年度当初予算と同額の４億 8,559 万７千円を計上しております。 

第５款、予備費は、令和元年度当初予算と同額の 100 万円を計上しており

ます。 

なお、ただいまご説明申し上げました、令和２年度予算の詳細につきまし

ては、同じ冊子となっております予算に関する説明書をご覧いただきたいと

存じます。 

以上、議案第６号、令和２年度岩手沿岸南部広域環境組合会計予算につき

ましては、地方自治法第 292 条において準用する同法第 96 条第１項第２号の

規定により提案するものでございます。 

  以上で提案理由の説明を終わります。 

よろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（志田 嘉功君） これより質疑を許します。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（志田 嘉功君） 以上で質疑を終わります。これより議案第６号を採

決いたします。本案を原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（志田 嘉功君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとお

り可決されました。  

 

○議長（志田 嘉功君） 以上で、本定例会に付議されました議案の全部を議

了いたしました。なお、進行に一部、議長の不手際があったことを陳謝いた

します。 

  これをもちまして、令和２年２月岩手沿岸南部広域環境組合議会定例会を

閉会いたします。ご苦労様でした。 

午後３時 30 分閉会 
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